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一般施設 教育施設（社会教育施設含む）

■公的資産を将来世代にとって

の「負の遺産」としないために

　公共アセットマネジメントとは、公共

建築物や道路、水道 ・ 下水道施設、

公園などの社会基盤を資産ととらえ

て、その保全の適正化や長寿命化を

図るための管理手法です。この公的

資産のアセットマネジメントに関して、

平成１８年６月議会で取り上げて以

来、これまでに道路と建築物を具体

的に取り上げ、公的資産の今後の維

持や更新にかかる費用の見込みの算

出と備えの必要性を訴えています。

　西宮市の公共建築物は、木造を除

いた建築物の総床面積が、小規模の

ものも含めると約 152 万平方メートル

にも及びます。これは、現在、約 20

億円をかけて校舎の建て替えを行っ

ている浜脇小学校の老朽校舎約 255

棟分の計算になります。

　道路については、舗装の年間補修

面積が、現状では全体の１％に満た

ず、舗装全体を修繕するのに、およそ

100 年を要することになります。およそ

10 年と言われるアスファルトの耐用年

数と震災で多くを更新したことを勘案

すると、現在約４億円を要している補

修工事経費が、数年のうちには、１０

倍にも膨らむ可能性を秘めています。

　現在は、無計画同然の状態で、財

政難の影響により維持補修費が圧縮

されている点を鑑みると、安全性の

確保や将来的な財政負担の増大の

観点から、大変気がかりです。

　これまでの造ることに主眼を置き、

評価されてきた政治を転換し、維持

管理と更新に目を向ける必要性を観

じています。また、新たなものを造る

際にも、維持管理費用の増加分も念

頭において、政策決定する仕組みが

必要であると考えています（公共事業

評価の活用）。

■本年６月議会での一般質問
～維持と更新の事業手法の適正化～

○指定管理者制度※１の検証

　既存建築物の価値の最大化を図る

ために、制度導入の効果の検証と今

後の改善点について質問しました。導

入後４年が経過しますが、未だに、効

果の検証が不十分であることが露呈し

ました。引き続き、改善を求めてまいり

ます。

○ＰＦＩ手法※２の活用

　これまで粘り強く導入を求めてきた

PFI 手法が、市営住宅の改築事業で

適用されることが決まり、予想されるメ

リット（全事業費の約９％、約４億円が

節約）とデメリット（従来型に比べて、

準備検討に約１年多くの時間をかけ

る）を明らかにしました。そして、短期

間に合計 150 億円超の費用を要する

学校の増改築事業や耐震化事業、

冷房機設置事業にも適用するべきで

あると提言しました。しかし、教育委員

会は、冷房機設置事業への適用には

前向きであったものの、特に耐震化

事業においては、全体で３％（約２億

円）もの節約が期待できるとしながら

も、時間がかかるというデメリットを言

い訳に、検討する姿勢を示しません

でした。学校も聖域とすることなく、粘

り強く、効率的な事業手法の検討を

求めてまいります。

○水道 ・下水道の施設更新事業

　水道や下水道事業は、独立採算で

行われているため、事業費は基本的

に住民の使用料でまかなわれます。そ

こで、これから増加すると予想される

地中管や浄水施設などの更新事業が

及ぼす水道料金や下水道使用料へ

の影響を質問しました。市は、急激な

経済情勢の変化などがない限り、現在

のところ、平成 30年までは、料金改

定を行わずに、財源を捻出できる見

込みであることを明らかにしました。

○公共施設マネジメント体制の構築

　現在、実行率が１０％程度にとどま

り、機能しているとは言い難い公共施

設中長期修繕計画の実効性の向上と

合わせて、今後の公共建築物の整備

及び更新にかかる全市的な基本方針

の策定の必要性を提言した結果、よ

うやく、今年度中に着手する旨の回

答を得ることができました。今後も動

向を注目してまいります。

　

　

政策提言
～これまでの一般質問より～

建築年

（　）内は、築後年次

グラフ内の数字の単位は「万㎡」

床面積／万㎡

建築物総床面積

約１５２万㎡

■今後の幼児教育のあり方について

○西宮市立幼稚園振興プランの策定

を受けて

・幼稚園における公私間での保護者　

　負担の差（是正すべき）

・公立幼稚園の統廃合の実施時期の

　妥当性（延期すべき）

・幼稚園の役割、方向性、幼児教育の

　提供機関としての特徴の発揮の仕

方　（今後の方向性を示すべき）

○次世代育成支援行動計画後期計

画素案の策定を受けて

・幼児教育の振興に関するプログラム

の策定のゆくえ

・幼稚園と保育所、認定こども園やそ

の他の子育て施設での幼児教育の提

供のあり方自体を議論する場の設置

・計画を実施するための財源

・幼稚園と保育所におけるサービス提

供量に対する受益と負担の差に関す

る議論の必要性

■今後の公的資産管理の方向性

について

○施設の維持更新等における効率的

な事業手法の検討

・市営住宅建替え事業におけるＰＦＩ

手法導入効果

・学校の建替えへの導入の検討

・夙川小学校の建替えにおける夙川　

　地域の保育所不足への対応の検討

○資産・債務改革の方向性

・公的資産の保有と利活用に関する

方針の策定

　「場当たり的に目先の対応に終始する行政運営、事業のやりっ放し、政策・ビジョンなき事業の推進」が、最近特に目立ってきています。これら

の「お役所仕事」自体が「負の遺産」であり、これまでにも多くの財政的なツケを残してきました。そしてあとになって、そのツケを払わされるの

は、いつの時代も私たち市民です。そうした事態を避けるために、徹底して改善を促していく必要があり、そのためにも、広く皆さんに情報を提供

する必要があると考えています。今後とも、市政にもご注目・ご意見を賜りますようお願いいたします。

技術や理念の共有

■中長期修繕計画（学校は未策定）

提言している公共施設マネジメントのイメージ概要

・ＰＦＩ手法※２の活用

マクロの視点

市全体の施設の保有状況、用途

別の利用状況、地区別の配置・

利用状況などを把握・分析し、

公共施設を資産として捉えて、

その資産を有効に利活用する。

■公共施設再整備計画（未策定）

全市的な行政経営の視点

○運営面での管理

既存の各施設の価値の最大化

民間のアイデアが期待できる施設

では、指定管理者制度※１の活用

⇒導入４年後の効果の検証と改善点

　 の洗い出しが必要

各管理者による建物管理の視点

○物理的な管理

安全性 ・快適性の確保

➤維持補修費の確保

➤計画的な予防修繕などによる

　修繕の効率化、長寿命化

➤耐震化の必要性

利用者数および利用率の向上、

満足度の向上のための取り組み

と経費の抑制を同時に行いなが

ら、費用対効果の最大化を図る。

・公共事業評価の実効性の向上

■耐震化促進計画（学校・一般建築物）

■市営住宅ストック活用計画→再整備計画

財政負担の将来予測とその備え
　　　　　　→持続可能性

ミクロの視点

連携が必要

※１） 指定管理者制度…公の施設の維持管理 ・ 運営を民間事業者や NPO 等が

行う制度。

※２）ＰＦＩ…従来、 公共が行ってきた公共施設の整備 ・ 管理について、 民間の資

金や経営のノウハウ、 技術的能力を活用して、 公共施設の建設から維持管理 ・

運営を一体的に行うことで、 長期的に経費を削減する事業方法。

目先の対応に追われるだけではなく、将来の方向性を議論。

質問項目：今後の幼児教育のあり方について/公的資産管理の方向性について一般質問速報
※詳細につきましては、ホームページ

及び次号にて掲載する予定です。
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